
『日
本
書
紀
』
白
雑
四
年

の
遣
唐
使
記
事
に

つ
い
て

南

友

博

一
、

は

じ
め

に

『日
本

書
紀
』
白
錐
四
年

(六
五
三
)
夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条
に

ハ
ユ

　

つ
い
て
、
鬼
頭
清
明
氏
は
、
吉
士
長
丹
等

の
唐

へ
の
派
遣
を
疑
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
「第

一
に
、
白
雑
四
年

(六
五
三
)

夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
の
遣
唐
使
に
は
大
使
が
二
人
い
て
、
押
使
が
欠

如
し
て

い
る
事
、
第
二
に
、
こ
の
遣
唐
使
に
同
行
し
た
学
問
僧
に
関

す
る
記
事
と
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二
月
の
遣
唐
使

(高
向
玄
理
)

に
関
す

る
記
事
と

の
関
係
が
疑
わ
し
い
事
」
の
二
点
を
上
げ
て
ら
れ

て
お
り

、
こ
の
記
事
と
対
を
な
す

『
日
本
書
紀
』
白
錐
五
年

(六
五

四
)
七
月
是
月
条

に
み
ら
れ
る
吉
士
長
丹
へ
の
賜
封
を
否
定
し
て
お

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
鬼
頭
氏
は
大
化
年
代
に
お
け
る
食
封
に
つ
い
て

も
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
、
こ
の
見
解
が
し
ば
し
ば
大
化

年
代
の
食
封
の
存
否
に
関
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
根
拠
の

一
つ
と
な
る
鬼
頭
氏
の
遣
唐
使
派
遣
を
疑
う
見
解

に
は
疑
問
を
感
じ
る
の
で
、
こ
の
記
事
を
検

討
し
て
い
き
た
い
。

二
、
白
錐

四
年

の
遣
唐
使

に
つ
い
て

白
錐
四
年

(六
五
三
)

の
遣
唐
使
に
関
す

る
記
事
は
、

鋤

『日
本
書
紀
』
白
錐
四
年

(六
五
三
)
夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条

で
あ
る
。
(〈

〉
内
は
割
註
)

㈲
四
年
夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
。発
遣
大
唐
大
使
小
山
上
吉
士
長
丹
。

副
使
小
乙
上
吉
士
駒
。
〈駒
。
更
名
糸
。
〉
学
問
僧
道
厳
。
道
通
。

道
光
。
恵
施
。
覚
勝
。
弁
正
。
恵
照
。
僧
忍
。
知
聡
。
道
昭
。

定
恵
。

〈定
恵
。
内
大
臣
之
長
子
也
。〉

安
達
。

〈安
達
。
中
臣

渠
毎
連
之
子
。〉
道
観
。

〈道
観
。
春
日
粟
田
臣
百
済
之
子
。〉

学
生
巨
勢
臣
薬
。
〈薬
豊
足
臣
之
子
。〉
氷
連
老
人
。
〈老
人
。
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真
玉
之
子
。
或
本
。
以
学
問
僧
知
弁
。
義
徳
。
学
生
坂
合
部
連

磐
積
而
増
焉
。〉
井

一
百
廿

一
人
。
倶
乗

一
船
。
以
室
原
首
御
田
。

為
送
使
。
又
大
使
大
山
下
高
田
首
根
麻
呂
。
〈更
名
。
八
掬
脛
。〉

副
使

小
乙
上
掃
守
連
小
麻
呂
。
学
問
僧
道
福
。
義
向
。
井

一
百

廿
人
。
倶
乗

一
船
。
以
土
師
連
八
手
為
送
使
。

こ
の
記
事

に
よ
る
と
、
白
雑
四
年

(六
五
三
)
夏
五
月
辛
亥
朔
壬

戌
に
、
小
山
上
吉
士
長
丹
を
大
使
、
小
乙
上
吉
士
駒
を
副
使
と
し
、

学
問
僧
道

厳

・
道
通

・
道
光

・
恵
施

・
覚
勝

・
弁
正

・
恵
照

.
僧

忍

・
知
聡

・
道
昭

・
定
恵

・
安
達

・
道
観
等
、
学
生
巨
勢
臣
薬

・
氷

連
老
人
を
含
む

一
二

一
人
を

一
隻
に
乗
船
さ
せ
、
室
原
首
御
田
を
送

使
と
し
た
。
ま
た
、
別
に
大
山
下
高
田
首
根
麻
呂
を
大
使
、
小
乙
上

掃
守
連
小
麻
呂
を
副
使
と
し
、
学
問
僧
道
福

・
義
向
を
含
む

一
二
〇

人
の

一
隻

を
仕
立
て
、
土
師
連
八
手
を
送
使
と
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
白
雑
四
年

(六
五
三
)
の
遣
唐
使
が
み
ら
れ
る
記
事
は
、

個

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
で
、
次

の
通
り
で

あ
る
。

個
二
月
。
遣
大
唐
押
使
大
錦
上
高
向
玄
理
。
〈或
本
云
。
夏
五
月
。

遣
大
唐
押
使
大
華
下
高
向
玄
理
。
〉
大
使
小
錦
下
川
辺
臣
麻
呂
。

副
使
大
山
下
薬
師
恵
日
。
判
官
大
乙
上
書
直
麻
呂
。
宮
首
阿
彌

陀
。

〈或
本
云
。
判
官
小
山
下
書
直
麻
呂
。〉
小
乙
上
山岡
君
宜
。

置
始
連
大
伯
。
小
乙
下
中
臣
間
人
連
老

。
〈老
。
此
云
於
喩
。〉

田
辺
史
鳥
等
。
分
乗
二
船
。
留
連
数
月
。
取
新
羅
道
泊
子
莱
州
。

遂
到
干
京
奉
観
天
子
。
於
是
東
宮
監
門
郭
丈
挙
悉
問
日
本
国
之

地
里
及
国
初
之
神
名
。
皆
随
問
而
答
。
押
使
高
向
玄
理
卒
於
大

唐
。

〈伊
吉
博
得
言
。
学
問
僧
恵
妙
於
唐
死
。
知
聡
於
海
死
。

智
国
於
海
死
。
智
宗
以
庚
寅
年
付
新
羅
船
帰
。
覚
勝
於
唐
死
。

義
通
於
海
死
。
定
恵
以
乙
丑
年
付
劉
徳
高
等
船
帰
。
妙
位
。
法

勝
。
学
生
氷
連
老
人
。
高
黄
金
。
井
十
二
人
。
別
倭
種
韓
智
興
。

趙
元
宝
。
今
年
共
使
人
帰
。〉

大
錦
上
高
向
玄
理
を
押
使
、
小
錦
下
下
川
辺
臣
麻
呂
を
大
使
、
大

山
下
薬
師
恵
日
を
副
使
と
し
、
判
官
に
大
乙
上
書
直
麻
呂

・
宮
首
阿

彌
陀

・
小
乙
上
山岡
君
宜

・
置
始
連
大
伯

・
小
乙
下
中
臣
問
人
連
老

・

田
辺
史
鳥
等
を
お
き
、
二
隻

の
船
を
派
遣
し
、
数
ヶ
月
か
け
て
新
羅

道
を
経

て
莱
州
に
到
着
し
、
長
安
に
つ
い
て
天
子
に
拝
謁
し
た
。
東

宮
監
門
郭
丈
挙
は
、
日
本
国
の
地
理
と
国
初
め

の
神

の
名
を
質
問
し
、

皆

こ
の
問
い
に
答
え
た
あ
と
、
「押
使
高
向
玄
理
卒
於
大
唐
。」
と
、

押
使
高
向
玄
理
が
唐
で
卒
し
た
事
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
『日
本

書
紀
』
本
文
と
割
註

『或
本
』
と
で
は
出
発
時
期
、
及
び
官
位
等
の

記
載
に
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
本
論
考

へ
の
影
響
は
な

い
。
ま
た
、

高
向
玄
理
は
、
白
維
五
年

(六
五
四
)
二
月
以
降
に
卒
し
た
と
考
え
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ら
れ
る
。
こ
の
記
事
は
鋤

『日
本
書
紀
』
白
錐
四
年

(六
五
三
)
夏

五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条
と
違

っ
て
、
遣
唐
使
の
出
発
か
ら
そ
の
後

の
行

動
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

最
後

の
長
文

の
割
註
は
、
伊
吉
博
得
言
を
引
用
し
て
学
問
僧
と
学

生
の
消
息
を
記
載
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
唐

で
死
亡
し
た
も
の

は
、
恵
妙

・
覚
勝

の
二
名
、
海
で
死
亡
し
た
も
の
は
、
知
聡

・
智
国

・

義
通
の
三
名
、
智
宗
は
庚
寅
年

に
新
羅
の
船
に
同
乗
し
て
帰
朝
、
定

恵
は
乙
丑
年
に
劉
徳
高
等

の
船
に
乗

っ
て
帰
朝
、妙
位

・
法
勝
及
び
、

学
生
氷
連
老
人

・
高
黄
金
等
合
わ
せ
て

一
二
人
と
、別
倭
種
韓
智
興
、

趙
元
宝

は
今
年
使
人
と
共
に
帰
朝
し
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
◎

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)
秋
七
月
甲
戌

朔
丁
酉
条
に
は
、

◎
秋
七
月
甲
戌
朔
丁
酉
。
西
海
使
吉
士
長
丹
等
。
共
百
済
。
新
羅

送
使
泊
干
筑
紫
。

と
、
吉
士
長
丹
等
が
、
百
済

・
新
羅
の
送
使
と
共
に
筑
紫
に
泊
ま

っ

た
こ
と

が
み
え
、
つ
い
で
、
⑪

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)

七
月
是
月
条
に
は
、

⑪
是
月
。
褒
美
西
海
使
等
奉
対
唐
国
天
子
。
多
得
文
書
宝
物
。
授

小
山
上
大
使
吉
士
長
丹
以
小
華
下
。
賜
封
二
百
戸
。
賜
姓
為
呉

氏

。
授
小
乙
上
副
使
吉
士
駒
以
小
山
上
。

と
、
吉
士
長
丹
に
小
華
下

へ
の
叙
位
と
賜
封

・
賜
姓
、
及
び
、
吉
士

駒
に
小
山
上
の
叙
位
が
あ

っ
た
。
最
後

に
、
個

『日
本
書
紀
』
斉
明

元
年

(六
五
五
)
八
月
戊
戌
朔
条
に
は
、

働
八
月
戊
戌
朔
。
川
辺
臣
麻
呂
等
自
大
唐
還
。

と
、
白
鑑
五
年

(六
五
四
)
二
月
に
出
発
し
た
遣
唐
使

の
帰
朝
が
み

ら
れ
る
。以
上
が
白
雑
年
間
に
お
け
る
遣
唐
使
関
係
の
記
事
で
あ
る
。

囚

『日
本
書
紀
』
白
雑
四
年

(六
五
三
)
夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条

に
は
、
小
山
上
吉
士
長
丹
と
、
大
山
下
高
田
首
根
麻
呂
の
二
名
の
大

使
が
い
て
、
押
使
が
任
命
さ
れ
て
い
な
い
。
鬼
頭
氏
は
こ
れ
を
疑
問

の
第

一
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
当
時
、
遣
唐
使
の
編
成
は
固

定
し
た
も
の
で
は
な
い
。遣
唐
使

の
中
に
押
使
が
み
ら
れ
る
史
料
は
、

個

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
あ
る
高
向
玄
理

と
、
『続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年

(七

一
六
)

八
月
癸
亥
条
に

(前
略
)
是
日
。
以
従
四
位
下
多
治
比
真
人
県
守
為
遣
唐
押
使
。

従
五
位
上
阿
倍
朝
臣
安
麻
呂
為
大
使
。
正
六
位
下
藤
原
朝
臣
馬

養
為
副
使
。
大
判
官

一
人
。
小
判
官
二
人
。
大
録
事
二
人
。
小

録
事
二
人
。

と
み
え
る
多
治
比
真
人
県
守
の
二
例
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
遣
唐

使
に
押
使
が
い
た
と
い
う
史
料
は
み
ら
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
み
る

と
、
押
使

の
存
否
が
囚

『日
本
書
紀
』
白
雑

四
年

(六
五
三
)
夏
五
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月
辛
亥
朔
壬
戌
条
を
疑
う
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
。

次
に
、鬼
頭
氏
が
疑
問
と
し
て
お
ら
れ
る
大
使
が
二
人

い
る
事
も
、

大
使
吉
士
長
丹
以
下
学
生
氷
連
老
人
等

一
二

一
人
を
第

一
組
、
大
使

高
田
首
根
麻
呂
以
下
学
問
僧
義
向
等

一
二
〇
人
を
第
二
組
と
し
て
遣

唐
使
が
編
成
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
の
編
成
方
法
は
、
い
ず
れ

か

一
方

の
組
が
遭
難
し
て
も
他
方

の
組
が
必
ず
唐
に
到
着
す
る
た
め

に
採
ら
れ
た
方
法
で
、
こ
の
遣
唐
使
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
大
使
が
二
人
い
る
こ
と
も
疑
問
の

理
由
と

し
て
は
薄
弱
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
高
田
首
根
麻
呂
の

一
行
は

出
発
直
後
に
遭
難
し
て
い
る
。

次
に
、
鬼
頭
氏
は
、
㈲

『日
本
書
紀
』
白
錐
四
年

(六
五
三
)
夏

五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条
に
み
え
る
遣
唐
使
に
同
行
し
た
学
問
僧
に
関
す

る
記
事
と
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二
月
の
遣
唐
使

(高
向
玄
理
)
の

記
事
と

の
関
係
が
問
題
で
あ
る
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
鬼
頭
氏
の
述

べ
て
お
ら
れ
る
関
係
と
は
、
鋤

『日
本
書
紀
』
白
錐
四
年

(六
五
三
)

夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条
に
み
え
る
学
問
僧

・
学
生
と
、
個

『日
本
書

紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用
さ
れ
た
伊
吉
博
得
言
に

み
え
る
学
問
僧

・
学
生
と
で
重
複
し
て
で
て
く
る
も
の
が
、
知
聡

・

覚
勝

・
定
恵

・
氷
連
老
人
の
四
名
が
あ
る
が
、
そ
の
内
、
注
目
さ
れ

る
の
は
定
恵
で
あ
り
、
『家
伝
』
に
は
白
鳳
五
年

(白
錐
五
年
)
に

入
唐
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
て
、
博
徳
書
と

一
致
し
て
い
る
。
側

『日

本
書
紀
』
白
錐
四
年

(六
五
三
)
夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条

の
吉
士
長

丹
等
の
遣
唐
使
派
遣
の
所
伝
と
、
個

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六

五
四
)
二
月
条
の
伊
吉
博
徳
書
及
び

『家
伝
』
の
所
伝
と
は
異
な
る
。

こ
こ
か
ら
鬼
頭
氏
は
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
速
断
で
き
な
い
が
、
他

に

一
致
す
る
所
伝
を
持
た
な

い
長
丹
の
所
伝
は
お
お
い
に
疑
わ
し
い

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
㈲

『日
本
書
紀
』
白
雑
四
年

(六
五
三
)
夏

五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条
、
個

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二

月
条
、
及
び

『家
伝
』
の
関
係
を
検
討
す
る
前
に
、
伊
吉
博
徳
書
を

検
討
し
て
お
き
た
い
。

三
、
伊
吉
博
徳
書
の
検
討

「伊
吉
博
徳
書
」
の
引
用
は
、
個

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六

五
四
)
二
月
条

の
他
に
、
幻

『日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
五
年

(六
五

九
)
秋
七
月
丙
子
朔
戊
寅
条
の
割
註
が
あ
る
。

的
伊
吉
博
徳
書
日
。
(中
略
)
十
二
月
三

日
。
韓
智
興
傑
人
西
漢

大
麻
呂
柾
読
我
客
。
々
等
獲
罪
唐
朝
。
已
決
流
罪
。
前
流
智
興

於
三
千
里
之
外
。
客
中
有
伊
吉
連
博
徳
奏
。
因
即
免
罪
。
事
了
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後

。
勅
旨
。
国
家
来
年
必
有
海
東
之
政
。
汝
等
倭
客
不
得
東
帰
。

遂

逗
西
京
。
幽
置
別
庭
。
閉
戸
防
禁
。
不
許
東
西
困
苦
経
年
。

(以
下
略
)

ω

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
六
年

(六
六
〇
)
秋
七
月
庚
子
朔
乙

卯
条
の
割
註
が
あ
り
、

6の

(前
略
)
伊
吉
博
徳
書
云
。
庚
申
年
八
月
。
百
済
已
平
之
後
。

九
月
十
二
日
。
放
客
本
国
。
十
九
日
。
発
自
西
京
。
十
月
十
六

日
。
還
到
東
京
。
始
得
相
見
阿
利
麻
等
五
人
。
十

一
月

一
日
。

為
将
軍
蘇
定
方
等
所
捉
百
済
王
以
下
。
太
子
隆
等
諸
王
子
十
三

人
。
大
佐
平
沙
宅
千
福
国
。
弁
成
以
下
計
七
人
。
井
五
十
許
人

奉
進
朝
堂
。
急
引
　
向
天
子
天
子
恩
勅
。
見
前
放
著
。
十
九
日
。

賜
労
。
廿
四
日
。
発
自
東
京
。

ま
た
、
の

『日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
七
年

(六
六

一
)
五
月
丁
巳
条

の
割
註
に
、

の
伊
吉
博
徳
書
云
。
辛
酉
年
正
月
廿
五
日
。
還
到
越
州
。
四
月

一

日
。
従
越
州
上
路
東
帰
。
七
日
。
行
到
樫
岸
山
明
。
以
八
日
鶏

鳴
之
時
。
順
西
南
風
。
放
船
大
海
。
々
中
迷
途
。
漂
蕩
辛
苦
。

九

日
八
夜
。
僅
到
耽
羅
之
嶋
。
便
即
招
慰
嶋
人
王
子
阿
波
岐
等

九
人
同
載
客
船
。
擬
献
帝
朝
。
五
月
廿
三
日
。
奉
進
朝
倉
之
朝
。

耽

羅
入
朝
始
於
此
時
。
又
為
智
興
備
人
東
漢
草
直
足
嶋
所
護
。

使
人
等
不
蒙
寵
命
。
使
人
等
怨
徹
干
上
天
之
神
。
震
死
足
嶋
。

時
人
称
日
。
大
倭
天
報
之
近
。

と
あ
る
。

個

『日
本
書
紀
』
白
維
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用
さ
れ
た

ハ
　

ね

「伊
吉
博
得
言

」

の
性
格
を
、
北
村
文
治
氏

は
、
学
問
僧
、
学
生
等

十
三
人
の
名
を
あ
げ
、
そ
の
海
外

で
の
死
没

と
生
還
と
を
記
し
た
比

較
的
直
載
な
消
息
記
事

の
ご
と
き
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
、
「今
年
」

を
白
雑
五
年

(六
五
四
)
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
何
年
と
正
確
に

言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
遣
唐
使

の
行
動
を
検
討
し
た
結
果
、
天

智
五
年

(六
六
六
)
か
ら
天
智
十
年

(六
七

一
)
の
問
に
、
日
本
の

使
人
と
し
て
外
国
船
に
よ
る
こ
と
な
く
帰
朝

し
た
事
が
明
ら
か
な
も

の
は
、
『日
本
書
紀
』
天
智
七
年

(六
六
八
)
正
月
戊
申
条

「送
使

博
徳
等
服
命
」
で
、
こ
こ
に
み
え
る
伊
吉
博
徳
と
、
彼
と
共
に
送
使

に
な

っ
た
笠
諸
石
を
使
人
と
し
、
「今
年
」
を
天
智
七
年

(六
六
八
)

と
す
る
説
が

一
つ
の
有
力
な
見
解
と
な
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　ヨ

　

坂
本
太
郎
氏
は
、
伊
吉
博
得
言
を
入
唐
し
た
人
々
の
消
息
を
簡
潔

な
筆
致
で
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
中
に
み
え
る
今
年
は
疑
い
も

無
く
本
文
の
白
雑
五
年

(六
五
四
)
を
指
す
と
し
て
、
こ
の
記
事
が

個

『日
本
書
紀
』
白
錐
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
付
さ
れ
た
と
し

て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
付
加
さ
れ
た
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た

一51一



人
々
が
、
本
文
に
出
て
い
る
の
な
ら
ば
、
本
文
の
説
明
と
し
て
の
分

註
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
人
も
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

両
者
の
関
係
は
、
妙
位

・
法
勝
ら
十
二
人
の
帰

っ
た
今
年
が
白
錐
五

年

(六
五
四
)
に
当
た
る
の
で
、
そ
の
年

の
遣
唐
使
関
係
の
本
文

の

下
に
加
え
た
の
だ
と
解
す
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

両
氏
共

に
、
こ
の
伊
吉
博
得
言
を
、
前
年
出
発
し
た
遣
唐
使

の
消

息
を
記

し
た
も

の
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
記
事

に

み
え
る
三

つ
の
年
時
に

つ
い
て
、
「庚
寅
年
」
は
持
統
四
年

(六
九

〇
)

・

「乙
丑
年
」
は
天
智
四
年

(六
六
五
)
で
あ
る
と
し
、
両
氏

の
見
解

は

一
致
し
て
い
る
が
、
「今
年
」
に
つ
い
て
は
白
雑
五
年

(六

五
四
)
と
天
智
七
年

(六
六
八
)
と
で
見
解
が
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

伊
吉
博

得
言
に
み
え
る
年
時
を
検
討
し
、
㈲

『日
本
書
紀
』
白
錐
四

年

(六
五
三
)
夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条
と
、
個

『日
本
書
紀
』
白
雑

五
年

(六
五
四
)
二
月
条
と
の
関
係
を
考
え
た
い
。

個

『
日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用
さ
れ
た

伊
吉
博
得
言
に
み
え
る
年
時
は
三
つ
あ
り
、
そ
れ
は
、

1

「
智
宗
。
以
庚
寅
年
付
新
羅
船
帰
。」

H

「
定
恵
以
乙
丑
年
付
劉
徳
高
等
船
帰
。
」

皿

「
妙
位
。
法
勝
。
学
生
氷
連
老
人
。
高
黄
金
。
井

一
二
人
。
別

倭
種
韓
智
興
。
趙
元
宝
。
今
年
共
使
人
帰
。」
で
あ
る
。

1
の

「庚
寅
年
」
は
、
持
統
四
年

(六
九

〇
)
に
あ
た
り
、
『日

本
書
紀
』
に
も
持
統
四
年

(六
九
〇
)
九
月
丁
酉
条
に
、

丁
酉
。
大
唐
学
問
僧
智
宗
。
義
徳
。
浄
願
。
軍
丁
筑
紫
国
上
陽

畔
郡
大
伴
部
博
麻
。
従
新
羅
送
使
大
奈
末
金
高
訓
等
。
還
至
筑

紫
。

と
あ
る
。
智
宗
が
こ
の
年
に
帰
朝
し
た
こ
と

が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
伊
吉
博
得
言
に
み
え
る

「庚
寅
年
」
は
、
持
統
四
年

(六

九
〇
)
と
し
て
よ
い
。

次
に
H
で
あ
る
が
、
「乙
丑
年
」
は
天
智
四
年

(六
六
五
)
に
あ

た
り
、
『日
本
書
紀
』
天
智
四
年

(六
六
五
)
九
月
庚
午
朔
壬
辰
条
に
、

九
月
庚
午
朔
壬
辰
。
唐
国
遣
朝
散
大
夫
折
州
司
馬
上
柱
国
劉
徳

高
等

〈等
謂
右
戎
衛
郎
将
上
柱
国
。
百
済
将
軍
朝
散
大
夫
上
柱

国
郭
務
惇
。
凡
二
百
五
十
四
人
。
七
月
廿
八
日
至
干
対
馬
。
九

月
廿
日
至
干
筑
紫
。
廿
二
日
進
表
函
焉
。〉

と
あ
り
、
定
恵
は
で
て
こ
な
い
が
、
劉
徳
高
が
こ
の
年
に
来
朝
し
て

い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
「
乙
丑
年
」
は
、
天
智
四

年

(六
六
五
)
で
問
題
な
い
。
以
上
の
二
点
は
、
坂
本
氏
、
北
村
氏

と
見
解
を
同
じ
く
す
る
。

最
後
に
皿
で
あ
る
が
、
坂
本
氏
の

「今
年
」
を
白
維
五
年

(六
五

四
)
と
す
る
見
解
に
従
い
た
い
。
そ
の
根
拠
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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ま
ず
、
北
村
氏
の
天
智
七
年

(六
六
八
)
と
す
る
説
に
つ
い
て
、

伊
吉
博
得
言
に
み
え
る
年
号
は
、
「庚
寅
年

(持
統
四
年
)」
↓

「
乙

丑
年

(
天
智
四
年
)」
↓

「今
年
」
と
、
年
代
が
逆
順
に
な

っ
て
い

る
こ
と

か
ら
、
「今
年
」
は
乙
丑
年
よ
り
古

い
こ
と
に
な
り
、
天
智

七
年

(六
六
八
)
に
は
当
た
ら
な
い
。

つ
ぎ

に
、
氷
連
老
人

・
韓
智
興

・
趙
元
宝
の
行
動
を
検
討
す
る
。

氷
連
老
人
が
み
え
る

『日
本
書
紀
』
持
統
四
年

(六
九
〇
)
十
月
乙

丑
条

に
は
、

乙
丑
。
詔
。
軍
丁
筑
紫
国
上
陽
畔
郡
人
大
伴
部
博
麻
日
。
於
天

豊
財
重
日
足
姫
天
皇
七
年
救
百
済
之
役
。
汝
為
唐
軍
見
虜
。
泊

天
命
開
別
天
皇
三
年
。
土
師
連
富
祥
。
氷
連
老
。
筑
紫
君
薩
夜

麻
。
弓
削
連
元
宝
児
四
人
。
思
欲
奏
聞
唐
人
所
計
。
縁
無
衣
根
。

憂
不
能
達
。
於
是
。
博
麻
謂
土
師
富
仔
等
日
。
我
欲
共
汝
還
向

本
朝
。
縁
無
衣
根
。
倶
不
能
去
。
願
売
我
身
以
充
衣
食
。
富
仔

等
任
博
麻
計
得
通
天
朝
。
(以
下
略
)

と
あ
り
、
氷
連
老
人
は
氷
連
老
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同

一
人
物
と
し

て
問
題
な

い
。
趙
元
宝
は
弓
削
連
元
宝
児
と
同

一
人
物

で
あ
る
か
否

か
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
が
、
二
名
が
同

一
人
物
で
な
く
と
も

「今

年
」
を
白
錐
五
年

(六
五
四
)
と
す
る
説
に
は
影
響
が
な
い
の
で
本

論
考
で
は
触
れ
な
い
。

氷
連
老
人
等
は
白
村
江
の
戦
前
後
に
従
軍
し
、
捕
虜
と
な
り
、
天

命
開
別
天
皇
三
年

(称
制
年
と
す
る
と
天
智

三
年

(六
六
四
)
に
当

た
る
)
に
唐
人
の
計
画
を
知
ら
せ
に
行
こ
う
と
し
た
が
、
衣
食
が
な

い
た
め
出
発
で
き
な
い
こ
と
を
憂
い
て
い
た
と
こ
ろ
を
大
伴
部
博
麻

が
身
を
売

っ
て
衣
食
に
か
え
、
土
師
連
富
仔
等
は
帰
朝
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
氷
連
老
人
は
、
天
智
三
年

(六
六
四
)
に
唐
を

出
発
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
帰
朝
に
関
し

て
は
、
『日
本
書
紀
』
持

統
四
年

(六
九
〇
)
十
月
乙
丑
条
に
、
「富
仔
等
任
博
麻
計
得
通
天
朝
。
」

と
あ
り
、
帰
朝
し
た
事
の
わ
か
る
者
は
土
師
連
富
秤
だ
け
で
、
そ
の

他
は

「等
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
誰
が
帰
朝

し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

仮
に
、
こ
の

「等
」
の
中
に
氷
連
老
人
と
韓
智
興
が
含
ま
れ
て
い

た
と
し
、
「今
年
」
を
天
智
三
年

(六
六
四
)
と
す
る
。
そ
う
仮
定

す
る
な
ら
ば
、
土
師
連
富
仔
と
氷
連
老
人

・
韓
智
興
は
共
に
帰
朝
し

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
『日
本
書
紀
』
持
統
四
年

(六
九
〇
)

十
月
乙
丑
条
で
は
氷
連
老
人
よ
り
先
に
名
が
あ
る
土
師
連
富
仔
が
、

個

『日
本
書
紀
』
白
錐
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用
さ
れ
た
伊

吉
博
得
言
に
名
が
み
え
な
い
か
ら
、
伊
吉
博
得
言
に
み
え
る
帰
朝
記

事
と
土
師
連
富
仔
は
関
係
が
な
く
な
る
の
で
、
「今
年
」
は
天
智
三

年

(六
六
四
)
で
は
な
い
。
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韓
智
興

の
行
動
は
、
的

『日
本
書
紀
』
斉
明
五
年

(六
五
九
)
秋

七
月
丙
子
朔
戊
寅
条
よ
る
と
、備
人
西
漢
大
麻
呂
の
議
言
に
よ
っ
て
、

三
千
里

の
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、
伊
吉
博
徳
が
天
子
に
奏

し
た
こ
と
に
よ

っ
て
罪
を
免
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
よ
り
韓
智
興
は

斉
明
五
年

(六
五
九
)
に
は
在
唐
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

④

『
日
本
書
紀
』
斉
明
七
年

(六
六

一
)
五
月
丁
巳
条
に
引
用
さ

れ
た
伊
吉
博
徳
書

に
、
韓
智
興
の
係
人
東
漢
草
直
足
嶋
の
読
言

に

よ
っ
て
、
使
人
達
は
唐
の
朝
廷
か
ら
寵
命
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、

使
人
達

の
怒
り
が
天
に
通
じ
て
足
嶋
は
雷
に
打
た
れ
て
死
ん
だ
と
あ

り
、
幻

『日
本
書
紀
』
斉
明
五
年

(六
五
九
)
五
月
七
月
丙
子
朔
戊

寅
条
に
引
用
さ
れ
た
伊
吉
博
徳
書
と
似
た
よ
う
な
記
事
で
あ
る
が
、

読
言
し
た
人
物
が
西
漢
大
麻
呂
と
、東
漢
草
足
嶋
と
で
違

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
じ
伊
吉
博
徳
書
の
引
用
に
あ
る
か
ら
お
そ
ら
く
二
名
が

護
言
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
に
は
、
韓
智
興
に
つ

い
て
は
何
ら
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の
後
の
韓
智
興
に

つ
い
て
も
記
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

も
し
、
韓
智
興
が
二
度
渡
唐
し
た
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
、
白
雑
四

年

(六

五
三
)
に
入
唐
し
白
錐
五
年

(六
五
四
)
に
帰
朝
、

つ
い
で

斉
明
五
年

(六
五
九
)
に
再
び
入
唐
、
帰
朝
し
た
と
す
る
な
ら
斉
明

七
年

(
六
六

一
)
と
な
る
。
二
度
渡
唐
す
る
こ
と
は
、
古
く
は
小
野

妹
子
、
犬
上
御
田
鍬
を
は
じ
め
、
薬
師
恵
日
、
高
向
玄
理
等
が
お
り

異
例
な
事
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
氷
連
老
人

・
韓
智

興

・
趙
元
宝
は
白
雑
四

年

(六
五
三
)
に
入
唐
し
翌
白
錐
五
年

(六
五
四
)
に
帰
朝
し
た
。

そ
の
後
、
氷
連
老
人
は
、
白
村
江
の
戦
前
後

に
従
軍
し
て
、
唐
の
捕

虜
と
な
り
、
ま
た
、
韓
智
興
は
斉
明
五
年

(六
五
九
)
に
入
唐
し
た

と
し
て
も
矛
盾
は
な
い
の
で
、
「今
年
」
を
白
維
五
年

(六
五
四
)

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
伊
吉
博
得
言
は
個

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)

二
月
条
に
引
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
吉
士
長
丹
が
帰
朝
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
◎

『日
本
書
紀
』
白
雑

五
年

(六
五
四
)
秋
七

月
甲
戌
朔
丁
酉
条
に
引
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
『日
本

書
紀
』
編
者
が
、
遣
唐
使
の
行
動
が
詳
し
い
個

『日
本
書
紀
』
白
錐

五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
誤

っ
て
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
定
恵
の
入
唐
年
時

に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
定
恵

の
入
唐
は
白

雑
四
年

(六
五
三
)
、

帰
朝
は
天
智
四
年

(六
六
五
)
で
あ
る
と
し
た
。
帰
朝
に
つ
い
て
、

個

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用
さ
れ
た
伊
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吉
博
得
言
に
み
え
る
定
恵
の
帰
朝
に
関
す
る
部
分
は
つ
ぎ
の
通
り
で

あ
る
。定

恵
以
乙
丑
年
付
劉
徳
高
等
船
帰
。

こ
れ
は
、
定
恵
が
乙
丑
年
11
天
智
四
年

(六
六
五
)
に
劉
徳
高
等

と
共
に
帰
朝
し
た
記
事
で
あ
る
。
劉
徳
高
の
来
朝
は
、
『
日
本
書
紀
』

天
智
四
年

(六
六
五
)
九
月
庚
午
朔
壬
辰
条
に
み
ら
れ
、
個

『日
本

書
紀
』
白
錐
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用
さ
れ
た
伊
吉
博
得
言

の
定
恵

の
帰
朝
年
時
は
信
頼
で
き
る
。

定
恵

の
渡
唐

に
関
す
る
史
料
は
、
囚

『日
本
書
紀
』
白
雑
四
年

(六

五
三
)

夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条
、
個

『日
本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六

　
　

　

五
四
)

二
月
条
、
「貞
慧
伝
」
及
び
、
『多
武
峯
縁
起
』
、
『多
武
峯
略

証
』
に
み
ら
れ
る
・

囚

『
日
本
書
紀
』
白
雑
四
年

(六
五
三
)
夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条

に
は
、

「発
遣
大
唐
」
と
み
ら
れ
、
こ
の
時
が
定
恵
を
含
む
遣
唐
使

の
出
発

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

鬼
頭
氏

は
、
こ
の
史
料
と

一
致
す
る
史
料
が
無

い
こ
と
よ
り
、
定
恵

の
出
発

を
白
錐
四
年

(六
五
三
)
と
す
る
こ
と
を
疑
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
定
恵
で
は
な

い
が
定
恵
と
共
に
入
唐
し
た
と
さ
れ
る
道

　
　

　
照
に
つ
い
て
、
『続
日
本
紀
』
文
武
四
年

(七
〇
〇
)
三
月
己
未
条

の
道
照

の
伝
記
に
は

「初
孝
徳
白
雑
四
年
。
随
使
入
唐
。」
と
あ
り
、

道
照
の
入
唐
年
時
は

『日
本
書
紀
』
白
雑
四
年

(六
五
三
)
夏
五
月

ハ
　

ね

辛
亥
朔
壬
戌
条

の
記
載
と

一
致
し
て
い
る
。
水
野
柳
太
郎
氏
は
、

「白
錐
四
年
」
が

一
致
し
て
い
て
も
、
『続
日
本
紀

』
道
照
伝
が

『日

本
書
紀
』
を
み
て
い
た
と
考
え
る
の
は
、
「道
照
」
と

「道
昭
」
の

相
違
が
あ
る
か
ら
当
た
ら
な

い
と
述

べ
て
お
ら
れ
、

『続
日
本
紀
』

道
照
伝
は

『日
本
書
紀
』
で
は
な
い
何
ら
か

の
史
料
に
よ

っ
て
書
か

れ
て
お
り
、
道
照
が
同
行
し
た
遣
唐
使
吉
士
長
丹
等

の
入
唐
を
白
雑

四
年

(六
五
三
)
と
す
る
所
伝
が

『日
本
書
紀
』
と
は
別
に
存
在
し

た
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
、
鬼
頭
氏
の

「他

に

一
致
す
る
所
伝
を
も

た
な

い
長
丹
の
所
伝
は
お
お

い
に
疑
わ
し

い
。」
と
す
る
根
拠
は
成

り
立
た
な
い
。

さ
て
出
発
で
あ
る
が
、
鬼
頭
氏
が
信
頼
さ
れ
て
い
る
個

『日
本
書

紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用
さ
れ
た
伊
吉
博
得
言
、

貞
慧
伝
に
み
え
る
定
恵
の
入
唐
に
関
す
る
記
事
か
ら
定
恵

の
入
唐
年

時
を
考
察
す
る
。

　
　

　

『家
伝
上
』
、
貞
慧
伝
に
み
え
る
定
恵
の
渡
唐
の
記
事
に
は
、

貞
慧
。
性
聡
明
好
学
。
大
臣
異
之
。
以
為
難
有
堅
鐵
。
而
非
鍛

冶
。
何
得
干
将
之
利
。
難
有
勤
箭
。
而
非
羽
括
。
謳
成
会
稽
之

美
。
傍
割
膝
下
之
恩
。
遙
求
席
上
之
珍

。
故
以
白
鳳
五
年
歳
次

甲
寅
。
随
聰
唐
使
。
到
干
長
安
。
住
懐
徳
坊
慧
日
道
場
。
依
神
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泰
法

師
。
作
和
上
。
則
唐
主
永
徽
四
年
。
時
年
十
有

一
歳
　
。

始
讃

聖
道
。
日
夜
不
怠
。
従
師
遊
学
。
十
有
余
年
。
既
通
内
経
。

亦
解
外
典
。
文
章
則
可
観
。
稟
隷
則
可
法
。
以
白
鳳
十
六
年
歳

次

乙
丑
秋
九
月
。
経
自
百
斉
。
来
京
師
也
。
(以
下
略
)

(傍
点
は
論
者
が
付
し
た
)

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
は
、
定
恵
は
白
鳳
五
年
11
白
雑
五
年

(六
五

四
)
に
唐

(長
安
)
に
到
着
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
後
の

「則
唐
主
永
徽
四
年
」
と
矛
盾
す
る
。
永
徽
四
年
は
、
日
本
の
白
雑

四
年

(
六
五
三
)
に
あ
た
る
の
で
、
お
そ
ら
く
ど
ち
ら
か
の
年
時
に

誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『元
亨
釈
書
』
巻
第
九

感
進

一

多
武
峯
定
慧
で
は
、

(前
略
)
白
錐
四
年
。
随
遣
唐
使
浮
海
。
乃
到
長
安
城
。
高
宗

永
徽
四
年
也
。
(以
下
略
)

と
あ
り
、
白
雑
四
年

(六
五
三
)
に
出
発
し
、
唐
に
到
着
し
た
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
史
料
の
白
錐
四
年

(六
五
三
)
入
唐
は

『日

本
書
紀
』
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
年
号
の
書
き
方
を
み
る
と
、

貞
慧
伝
も
し
く
は
そ
れ
を
う
け
た
史
料
に
よ

っ
た
が
、
入
唐
年
時
に

つ
い
て
は
、
『元
亨
釈
書
』
作
者
が
白
雑
五
年
あ
る
い
は
白
鳳
五
年

(六

五
四
)
を
白
雑
四
年

(六
五
三
)
に
改
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
貞
慧
伝
に
は
、
定
恵

の
日
本
出
発
の
年
時
は

一
切
記
さ
れ

て
お
ら
ず
、
定
恵
の
長
安
到
着
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
、
定
恵

の

日
本
出
発
の
年
時
を
示
す
史
料
で
は
な
い
。

(史
料
傍
点
)

定
恵
の
行
動
を
記
し
た
史
料
で
あ
る
神
道
大
系
所
収

『多
武
峯
縁

起
』

(以
下

『縁
起
』
と
略
す
)
に
は
、

(前
略
)
天
智
六
年
丁
卯
入
唐
、

〈私
案
、
入
唐
年
紀
日
本
紀

所
載
異
今
説
、
以
白
錐
四
年

〔癸
丑
〕
入
唐
、
以
天
智
四
年

〔乙

丑
〕
帰
朝
云
々
、〉

と
あ
る
。

『縁
起
』
に
よ
る
と
、
本
文
で
は
定
恵

の
入
唐
は
、
天
智
六
年

(六

六
七
)
と
し
て
い
る
が
、
『縁
起
』
作
者
が

『日
本
書
紀
』
に
よ

っ

て
本
文
の
入
唐
年
を
白
雑
四
年

(六
五
三
)

に
訂
正
し
、
帰
朝
を
天

智
四
年

(六
六
七
)
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

も
う

一
つ
の
多
武
峯
関
係
史
料
で
あ
る
、
上
法
院
覚
眼
坊
法
橋
永

済
に
よ
り
建
久
八
年

(
一
一
九
七
)
に
成
立

し
た

『多
武
峯
略
記
』

(以
下

『略
記
』
と
略
す
)
天
巻
、
草
創
に
み
え
る
定
恵
の
入
唐
に

関
す
る
部
分
に
は
、

(前
略
)
而
入
唐
帰
朝
之
年
紀
、
塔
婆
建
立
之
時
代
、
旧
記
所

載
相
違
非

一
、
今
以
管
見
挙
其
異
説
耳

、

荷
西
記
云
、
定
慧
和
尚
、
天
智
天
皇
治

天
ド
丁
卯
、
生
年
二
十

三
入
唐
、
天
武
天
皇
治
天
下
戊
寅
帰
朝

、
謁
右
大
臣

く不
比
等
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也
〉
、
問
言
、
大
織
冠
御
墓
所
何
地
哉
、
答
日
、
摂
津
国
嶋
下

郡

阿
威
山
也
、
袋
和
尚
称
有
平
生
契
約
、
引
率
廿
五
人
参
阿
威

山
墓
所
、
掘
取
遺
骸
、
手
自
懸
頸
、
既
落
涙
言
、
吾
天
萬
豊
日

天
皇
太
子
也
、
宿
世
契
為
陶
家
子
、
役
人
荷
土
、
共
登
談
零
、

安

遺
骸
於
十
三
重
塔
之
底

〈云
々
〉
、
〈取
意
、〉
日
本
紀
云
、

天
武
天
皇
即
位
七
年
戊
寅
、
定
慧
和
尚
改
大
織
冠
墓
所
、
移
倉

橋

山
多
武
零
十
三
重
塔
底

〈云
々
〉
、
或
記
云
、
和
尚
天
智
天

皇

治
天
下
丁
卯
入
唐
、
年
廿
三
也
、
天
武
天
皇
第
七
年
戊
寅
帰

朝

、
創
當
寺

〈云
々
〉
、

扶

桑
集
云
、
天
智
天
皇
九
年
庚
午
閏
九
月
六
日
、
移
大
織
冠
廟

於
多
武
零

〈云
々
〉
、

藤

氏
家
伝
云
、
天
智
天
皇
庚
午
閏
九
月
六
日
、
火
葬
於
山
階
舎
、

巳
上
二
文
、
日
時
難
同
、
葬
所
大
異
、

又
同
伝
云
、
和
尚
以
白
鳳
五
年
甲
寅

〈私
云
、
孝
徳
天
皇
十
年

也
、〉
到
長
安
、
以
白
鳳
十
六
年
乙
丑
秋
九
月
、
経
自
百
済
来

京

師
也
、
以
其
年
十
二
月
廿
三
日
、
終
大
原
第
、
春
秋
二
十
三

〈
云
々
〉
、

今
案
、
此
家
伝
文
柳
有
疑
殆
、
同
伝
云
、
天
智
天
皇
八
年
己
巳

十
月
十
六
日
大
織
冠
莞
逝

〈云
々
〉
、
而
今
云
定
慧
和
尚
乙
丑

歳
遷
化
、
如
此
伝
者
、
大
織
冠
御
存
生
之
時
、
和
尚
令
入
滅
歎
、

若
然
者
、
十
三
重
塔
非
和
尚
建
立
歎
、
将
亦
非
為
遺
骸
安
置
歎
、

又
亮
逝
己
巳
年
十
月
也
、
至
干
次
年
閏
九
月
、
不
営
葬
事
経

一

年
後
始
火
葬
歎
、
如
何
、

又
或
記
云
、
天
武
天
皇
六
年
丁
丑
定
慧
帰
朝
、
移
大
織
冠
廟
於

大
和
国
十
市
郡
椋
橋
山
、
其
上
建
塔

〈云
々
〉
、

(以
下
略
)

と
あ
り
、
定
恵
の
入
唐
及
び
帰
朝
の
年
紀
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
史
料
に
よ
っ
て
異
な

っ
て
い
る
た
め
永
済

の
管
見
を
以
て
、
そ
の

異
説
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
定
恵

の
入
唐
年

と
帰
朝
年
に
つ
い
て
は
二
つ
の
説
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ハ
　

　

ま
ず
、
第

一
の
説
は
、
『荷
西
記
』
及
び

『或
記
』
よ
り
引
用
し
、

入
唐
を
天
智
六
年

(六
六
七
)
、
帰
朝
を
天
武
七
年

(六
七
八
)
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
入
唐
時
の
定
恵
の
年
齢
を
二
十
三
と
し
て
い
る
。

つ
い
で
第
二
の
説
は
、
『藤
氏
家
伝
』
を
引
用
し
、
入
唐
を
白
鳳

五
年

(永
済
は
こ
の
年
を
孝
徳
天
皇
十
年
と

し
て
い
る
)
と
し
、
帰

朝
を
白
鳳
十
六
年
乙
丑
秋
九
月
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
永
済

は
こ
の
第
二
の
説
に
疑
問
を
持

っ
て
い
た
ら
し
く
、
こ
の
後
、
様
々

な
疑
問
を
記
載
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
に
先
立

つ
多
武

峯
寺

の
縁
起
が
、
鎌
足
よ
り
先
に
定
恵
が
死
去
す
る
と
寺
の
縁
起
に

問
題
が
生
じ
る
矛
盾

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一57一



『略
記
』
に
、

『日
本
書
紀
』
と
も
思
わ
れ
る

『日
本
紀
』

の
引

用
は
み
ら
れ
る
が
、
そ
の

『日
本
紀
』
に
は
、
『日
本
書
紀
』

に
は

み
ら
れ
な

い
部
分
も
あ
り
、
直
接

『日
本
書
紀
』
を
引
用
し
て
い
る

も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
永
済
が

『日
本
書
紀
』
を
み
て
い
る
な
ら

ば
、
定
恵

の
入
唐
を
白
雑
四
年

(六
五
三
)
と
す
る
説
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
『略
記
』
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

の
よ
う
な
矛
盾
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
永
済
は
、
定
恵
の
入
唐
を
天

智
六
年

(六
六
七
)
で
あ
る
と
考
え
た
ら
し
く
、
『略
記
』
よ
り
も

後
に
成
立
し
た

『縁
起
』
で
は
、
定
恵

の
入
唐
を
天
智
六
年

(六
六

七
)
と
し

て
い
る
。

『縁
起
』

・

『略
記
』

の
作
者
で
す
ら
疑
問
を
抱
い
て
い
る
寺
の

縁
起
か
ら
、
定
恵
の
入
唐
年
を
天
智
六
年

(六
六
七
)
と
す
る
こ
と

に
異
論
を
唱
え
ざ
る
を
得
な
い
。
定
恵
が
天
智
六
年

(六
六
七
)
に

入
唐
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
、
こ
の

『縁
起
』
と

『略
記
』
し
か

な
く
、

し
か
も

『縁
起
』

で
は
、
そ
の
説
の
割
註
に
白
雑
四
年

(六

五
三
)
入
唐
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

定
恵

の
入
唐
を
白
維
五
年

(六
五
四
)
と
す
る
の
は

「貞
慧
伝
」

作
者
の
誤
記
も
し
く
は
後
世
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
、
独
立
し
た
史
料

と
す
べ
き

で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
定
恵
の
入
唐
は
白
雑

四
年

(
六
五
三
)
と
す
べ
き
で
あ
る
。

五
、
結

こ
れ
ま
で
囚

『日
本
書
紀
』
白
錐
四
年

(六
五
三
)
夏
五
月
辛
亥

朔
壬
戌
条
に
み
え
る
遣
唐
使
派
遣
の
記
事
が
信
頼
で
き
る
か
否
か
に

つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
鬼
頭
氏
が
否
定

の
根
拠
に
し
て
お
ら
れ

る
、
こ
の
遣
唐
使
に
大
使
が
二
人
お
り
、
押
使
が
欠
け
て
い
る
事
の

二
点
は
特
殊
な
事
例
で
は
な
く
、
㈲

『日
本
書
紀
』
白
雑
四
年

(六

五
三
)
夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
。

ま
た
、
個

『日
本
書
紀
』
白
錐
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用

さ
れ
た
伊
吉
博
得
言
の
遣
唐
使
に
関
す
る
記
事
も
、
渡
唐
者
に
つ
い

て
の
行
動
を
記
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
遣
唐
使
の
出
発
に
関
す
る
記

事
で
は
な
い
。
こ
の
記
事
は
、
白
雑
五
年

(六
五
四
)
の
遣
唐
使
を

最
後
に
、
斉
明
五
年

(六
五
九
)
ま
で
遣
唐
使
が
中
断
す
る
の
で
、

こ
れ
以
前
に
入
唐
し
て
い
た
留
学
生

・
留
学
僧
の
消
息

に
つ
い
て
、

伊
吉
博
徳
が
知

っ
て
い
る
範
囲
の
留
学
生

・
留
学
僧
の
消
息
を
記
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

伊
吉
博
得
言
に
み
え
る

「今
年
」
は
白
雑
五
年

(六
五
四
)
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
白
雑
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
本
来
は
、
白
雑
五
年

(六
五
四
)
秋
七
月

甲
戌
朔
丁
酉
条
に
引
用
す
べ
き
所
を

『日
本
書
紀
』
編
者
が
誤

っ
て
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白
錐
五
年

(六
五
四
)
二
月
条
に
引
用
し
た
と
考
え
る
。

上
記

の
理
由
に
よ
り
、
㈲

『日
本
書
紀
』
白
雑
四
年

(六
五
三
)

夏
五
月
辛
亥
朔
壬
戌
条
を
疑
う
理
由
は
な
く
、
こ
の
記
事
は
信
頼
で

き
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
記
事
と
対
を
な
す
ω

『日

本
書
紀
』
白
雑
五
年

(六
五
四
)
七
月
是
月
条

の
吉
士
長
丹

へ
の
二

〇
〇
戸

の
賜
封
も
信
頼
す
べ
き
で
あ
る
。

大
化
年
代
の
鎌
足
の
食
封

に
つ
い
て
も
、
『日
本
書
紀
』
で
若
干

戸
と
さ

れ
て
い
る
事
に
疑
問
を
も
た
れ
て
い
る
が
、
戸
数

が
不
明

だ

っ
た
た
め
こ
う

い
う
表
現
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。ま
た
、

『常
陸

国
風
土
記
』
久
慈
郡

の
条

に
、
「天
智
天
皇

の
御
時
に
久
慈

郡
に
あ

る
藤
原
内
大
臣
の
封
戸
を
視
察
し
た
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、

鎌
足
に
食
封
が
賜
与
さ
れ
て
い
た
事
は
信
頼
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と

に
関
し

て
は
、
今
後
機
会
を
得
て
論
述
し
た
い
。

大
化
年
代
に

「食
封
」
と
い
う
制
度
が
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
て
も
、

令
制
に
み
ら
れ
る
食
封
制
と
大
化
年
代
の
食
封
と
で
は
そ
の
支
配

・

収
入
等

の
内
容
は
異
な

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関

し
て
も
、
今
後
機
会
を
得
て
論
述
し
た

い
。

最
後

に
あ
た
り
、
こ
の
論
考
を
著
す
に
あ
た

っ
て
、
指
導
を
賜

っ

た
水
野
柳
太
郎
先
生
と
諸
先
輩
方
に
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

_註
1

 

(
2
)

(
3
)

(
4
)

鬼
頭
清

明
氏

「
食
封
制

の
成
立
」
日
本
史
研
究
九

三

昭
和

四
二
年

(以

下
鬼
頭
氏

の
論

は
こ
の
論
文
を
引
用
)

北
村
文
治

氏

「
伊
吉
博
徳
書
考
」

(
『日
本
古
代
氏
論
集
上
』
所
収
)

吉
川
弘
文

館

昭
和
三
七
年

(以
下
北
村
氏

の
論
は

こ
の
論
文
を

引
用
)

坂
本
太
郎

氏

「
日
本
書
紀
と
伊
吉
連
博
徳
」

(
『
日
本
古
代
史

の
基
礎

的

研
究

上

文
献

編
』
所

収
)
東

京
大

学

出
版
会

昭
和

三
九
年

(以
下
坂
本
氏

の
論

は
こ
の
論
文
を
引
用
)

『多
武
峯
縁
起
』

『神
道
大
系

』
神
社
編
五

大

和
国
に
よ
る
。

解
題

に
よ
る
と
、
こ

の

『多

武
峯
縁
起
』
は
、
建
久
頃

の
談
山

の

住
僧

と

い
わ

れ
る
上
法
院
覚

眼
坊
法
橋

永
済

の
草
案

に
よ
り
、

「暦

仁

二
年

(延
応

元
年
)

(
一
二
三
九
)
」

に
絵
縁
起
が
成

っ
た

が
、

そ

の
後
散
逸

し
た
た
め
か
、
所
伝
に
よ
る
と
、
文
明
年
中

に
、

一
条
兼

良
が
永
済

の
製
文
を
修
訂
し
た
と
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
奈
良
大
学

図
書
館
蔵
書
、
享
保
四
年

(
一
七

一
九
)
刊
行
、

多

武
峯
惣
中
蔵
板

の

『多
武
峯
縁
起
』

に
は

天
智
六
年

〈丁
卯
〉
入
唐

〈私
案

入
唐
年
紀
日
本
紀
載
異
今
説

以
白
錐
四
年
癸
丑
入
唐
以
天
智
四
年

乙
丑
帰
朝
云

云
〉

と
あ
り
、
神
道
大
系
所
収

『多

武
峯
縁
起
』

と
ほ
ぼ

一
致
す

る
。

群
書
類
従
所
収

『多
武
峯
縁
起
』

で
は
、

天
智
六
年

〈丁
卯
〉
入
唐

。

と
あ
り
、

こ
の
縁
起

に
は
他

の
二

つ
に
は
み
え
る
割
註
が

み
ら

れ
な

い
。
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(5

)

(
6
)

(7
)

(8

)

(
9
)

『多

武
峯
略
記
』
上
法

院
永
済
撰

。
建
久
八
年

(
=

九

七
)
成
立
。

『神

道
大
系

』
神
社
編
五

大
和

国
に
よ
る
。

群

書
類
従

に
所
収

さ
れ

て

い
る
静
胤
本

は
、
省
略

、
補
入
、
修
辞

が
施
さ

れ
、
ま

た
、
脱

漏
も
多

い
た
め
、
永
済
本
を
収

録
し
た
神
道

大
系
よ
り
引
用
す

る
。

『日
本
書
紀
』
白

錐
四
年

(六

五
三
)
夏

五
月
辛
亥
朔

壬
戌
条

で
は
、

道
昭
と
記

さ
れ
て

い
る
が
こ
こ
で
は
便
宜
上
道
照
と
す

る
。

水
野
柳
太
郎
氏

「道

昭
伝
考

」
奈
良
史
学

一

昭
和

五
八
年

水

野
氏
は
、

『続

日
本
紀
』
道

照
伝

は
、
『
禅
院
寺
縁
起
』

の
系
統

を
引

く
と
さ
れ
て

い
る
。

『貞
慧
伝
』

植
垣
節
也

「校

訂

・
家
傳
上

(大
織

冠
傳

と
貞

慧
傳
)
」

(
『親
和
女
子
大
学

研
究
論
叢
』

一
号

昭
和
四
三
年
)

よ
り
引
用
。

但
し
、
句
読
点
は
論
者

の
意

に
よ
り

一
部
改
め
た
。

『荷
西
記
』

に
つ
い
て
は
、
筆
者

及
び
成
立
年

不
明
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